
３３    先先天天性性代代謝謝異異常常等等検検査査のの対対象象疾疾患患のの拡拡大大ににつついいてて  

 

先天性代謝異常等検査は、新生児に対する健康診査の一つとして、

疾病の早期発見・早期治療により知的障害等の心身障害を予防する

ことを目的として全都道府県で実施されている。 

本検査は、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知に基づき 20 

疾患を対象に実施しているが、早期発見・早期治療が可能となった希

少難治性疾患が増加しており、重症複合免疫不全症や脊髄性筋萎縮

症、Ｂ細胞欠損症、ライソゾーム病の一部疾患などについて、大学や

検査機関等で保護者負担により実施する事例のほか、独自に公費負

担を開始する都道府県も見られるなど、全国的に 20疾患以外のスク

リーニング検査が進展している。 

国は、令和５年度から、「新生児マススクリーニング検査に関する

実証事業」（以下、「実証事業」という。）を実施しているが、対象疾

患は重症複合免疫不全症及び脊髄性筋萎縮症の２疾患のみである。 

また、全国展開は、対象疾患の拡充に向けた検討に資するデータや

情報を収集し、その結果を踏まえて目指すこととしており、全国一律

で対象疾患に追加するまでに相当の時間を要することが見込まれる。 

さらに、実証事業の補助率は１／２となっており、自治体負担が発

生している。 

そこで、全ての新生児が検査を受けられるよう、国が科学的知見に

基づき、早期発見・早期治療により、治療効果が高いとされる疾患を

広く対象として、早期に先天性代謝異常等検査の疾患に追加する必

要がある。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 実証事業の対象疾患である重症複合免疫不全症及び脊髄性筋萎

縮症の検査について、先天性代謝異常等検査の対象疾患に追加し、

と。加えて、デジタルツインやＡＩなどの最新技術も活用し、認定

業務が速やかに実施できるようにすること。 

 

２ 住家被害認定の判定基準の考え方を抜本的に見直すこと 

現在の住家被害認定の判定基準は、住家の損傷程度により細か

く区分されたものとなっているが、被災者の円滑な生活再建を促

進する観点から、建て替えの要否を判定基準にする等、抜本的な見

直しを行うこと。 
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４４  地地方方のの生生産産性性向向上上にに向向けけたた取取組組ににつついいてて  

 

我が国を取り巻く環境は、国際情勢の変化や気候変動、驚異的な科

学技術の進歩に加え、物価高騰や人口減少の影響などにより急激に

変化し、未曽有の激動の時代を迎えている。 

特に、経済社会の長い停滞の末に、名目 GDP が世界第４位に転落

し、足元では、賃金上昇を上回る物価高騰が続く中で、経済活動の中

心となる生産年齢人口が急減し、様々な場面で人手不足の影響が深

刻化しつつある。 

こうした人口減少社会においては、高収益な産業構造への転換や

適正かつ効率的な土地利用、国籍・性別などにかかわらず、多様な人

材が活躍できる社会づくりにより、一人ひとりの生産性を高め、地方

全体の生産性を向上させ、様々な危機を乗り越えていくことが強く

求められる。 

そのためには、適切な価格転嫁と賃上げが両立し、経済が好循環す

る環境づくりとともに、喫緊の課題である働き手の確保に向けて、優

秀な外国人材の確保・育成や生活環境の整備を促進することで、世界

から選ばれる社会をつくりあげることが必要である。 

ついては、地方の生産性向上に向けて、次の事項について特段の措

置を講じられたい。 

 

１ 経済が好循環する環境の整備 

（１）最低賃金の引上げ 

経済が好循環する環境整備のためには、企業の生産性向上の成

果として得られた収益を労働者や設備投資に分配することが必要

であり、とりわけ、労働者全体の賃金の底上げにつながる最低賃

金の引上げを図ることが重要である。 

最低賃金の引上げに当たっては、地域の経済実態の正確な反映

や、地域間格差の是正が重要であることから、地方において、よ

り自主的に地域の経済実態を踏まえて最低賃金額を決定できる仕

早急に全国展開すること。 

 

２ Ｂ細胞欠損症やライソゾーム病の一部疾患など、早期発見や早

期治療により、治療効果が高いとされるその他の疾患についても、

先天性代謝異常等検査の対象疾患への追加を検討すること。 

 

３ 上記１及び２の措置等に当たっては、自治体負担が生じること

のないよう、安定的かつ十分な財政措置を講じること。 
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